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研究成果の概要（和文）：　本研究は、戦後日本における教員養成システムの中核を担い続けている「課程認定
制度」の成立過程について、国立公文書館や各大学内に所蔵されている史資料を活用し明らかにすることを目的
としている。また、戦後日本の教員養成システムの中核的な人物だった玖村敏雄が残した史資料（「玖村文
庫」、山口県立山口図書館所蔵）の調査・収集・整理・分析も重点的に行い、その研究成果は『「玖村文庫」目
録（山口県立山口図書館所蔵）』（報告書）として、「解題」「玖村敏雄著作目録」「玖村文庫目録」「植木鉢
（玖村の自叙伝）」を収録し刊行した。

研究成果の概要（英文）：This research is to clarify the post-war teacher training system in Japan. 
In addition, the documents concerning Toshio Kumura are organized and summarized in a report.

研究分野： 教育学、教育史
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１．研究開始当初の背景 
 
 本研究を着想するに至った理由は二つあ
り、一つは課程認定制度の成立過程に関する
研究が依然として進んでいないという状況
にあったからであり、いま一つはこれまでの
研究成果（とくに戦前日本の小学校教員無試
験検定に関する研究成果）と蓄積を土台とし
て、戦前・戦後の連続性に着目した小学校教
員養成史研究へと進化させたいと考えたか
らであった。この二つについて敷衍して述べ
ておこう。 
 まず、前者についてである。課程認定制度
に関する研究の現状について、かつて勝野正
章氏は「課程認定制度に関する研究は乏しい
が、質的保証と質的統制のいずれにせよ、そ
の意義の大きさを考えれば、制度導入時から
課程認定基準の変化とその適用の実態を辿
って分析することは重要な研究課題として
残されている」（勝野正章「教職課程の認定
と評価をめぐる最近の政策について」日本教
師教育学会編著『日本の教師教育改革』2008
年、104 頁）と述べた。このように戦後日本
における開放制教員養成の質的・量的な保
証・統制を担ってきた課程認定制度に関する
研究は、その重要性については指摘されつつ
も等閑視されたまま今日に至っているので
あり、その全体像についての知見を教育学界
は依然として共有できていない。 
 次に、後者についてである。研究開始当初、
申請者はとくに戦前の秋田県を事例に小学
校教員検定に関する研究を継続して行って
おり、とりわけ無試験検定制度の解明に取り
組んでいた。この研究を遂行するなかで浮か
び上がってきたことは、「戦後の課程認定制
度は、戦前の小学校教員無試験検定制度に連
続する教員養成システムではないのか」とい
う仮説であった。戦前には師範学校とは異な
る小学校教員養成機関や私立を中心する高
等女学校等において小学校教員養成事業が
行われており、そこでは事前に文部省や各府
県への申請・審査・認可（規則、スタッフ、
カリキュラム等）を受けなければならず、か
つ一定の基準に達していなければ設置認可
が下りなかったことが少しずつ明らかにさ
れている。つまり、文部省が小学校教員養成
機関の質的・量的な統制・規制を行っていた
のであり、すでに戦前において戦後の課程認
定制度と同様の教員養成システムの構造が
存在していたことを意味していると捉えた。 
 戦前の教員養成システムと戦後の教員養
成システムを連続的に捉える上で、申請者は
「教育職員免許法」など戦後日本の教員養成
改革の中心的な役割を果たした人物＝玖村
敏雄の教員養成観に関する研究が必要不可
欠だと考えた。玖村は、戦前の教員検定から
戦後の「教育職員免許法」への移行措置に深
く関与した人物であり、その仕事を遂行する
なかで得られたさまざまな知見が課程認定
制度の創設に活かされたのではないかと推

定した。そのため、玖村敏雄が残したさまざ
まな史資料＝「玖村文庫」（山口県立山口図
書館所蔵、未整理の状態）の調査を行い、玖
村の著作目録とともに「玖村文庫」の目録化
に着手し、玖村の教員養成観の解明を中心的
な研究課題として設定した。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究の目的は、戦後日本における課程認
定制度の成立過程について、国立公文書館や
各大学内に所蔵されている史資料を活用し、
その全体像を明らかにすることである。また、
戦後日本の教員養成改革の中心的な人物で
あった玖村敏雄に関する史資料（玖村文庫）
の調査・収集・整理・分析を行い、玖村敏雄
の教員養成観を明らかにすることを目的と
する。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究では、主に次の三つを分析課題とし
て設定した。 
 
(１) 課程認定制度に関する基礎的データ

の収集と分析。とくに「教育職員免許
法」と課程認定制度に関する史資料の
収集と分析。 
 

(２) 課程認定制度の運用の実態に関する
資料の収集と分析。とくに課程認定を
受けるために大学側が提出した申請
書類等の収集と分析。 
 

(３) 教職員養成課（とくに玖村敏雄）が果
たした役割に関する分析。未整理の状
態が長く続いている山口県立山口図
書館所蔵「玖村文庫」の調査・収集・
整理を継続的に行い、研究期間内に
「玖村文庫」を目録化し、報告書とし
てまとめる。 

 
４．研究成果 
 
 本研究を遂行するなかで浮かび上がって
きたことは、戦後日本の教員養成改革におい
て教職員養成課（とりわけ玖村敏雄）が果た
した役割について、これまで比較的研究が進
められておらず、これらの人々が果たしてき
た仕事を積極的に評価しなければならない
ということであった。 
 玖村敏雄の略歴は以下の通りである。玖村
敏雄（くむら・としお、1896＜明治 29＞年〜
1968＜昭和 43＞年）は、1896（明治 29）年
12 月８日、山口県都濃郡富岡村（現：徳山市）
に生まれた。1914（大正３）年に山口県徳山
中学校を卒業後、山口県師範学校本科第二部
に入学、翌 1915（大正４）年に同校を卒業し、
山口県内の尋常小学校訓導となった。 
 1920（大正９）年に広島高等師範学校教育



科へ入学、1922（大正 11）年に同校を卒業し、
1924（大正 13）年には広島高等師範学校徳育
専攻科へ入学、1926（大正 15）年に同校を卒
業後は広島県師範学校教諭に着任し、この間
『ペスタロッチの生涯』（『ペスタロッチ全
集』第１巻、イデア書院）を刊行した。1929
（昭和４）年には広島高等師範学校講師（教
育学・教育史担当）、翌年には同校教授へ昇
進し、以後山口県教育委員会による『吉田松
陰全集』編纂事業に尽力した。 
 1944（昭和 19）年 10 月には文部省教学官
（国民教育局勤務）となり、翌 1945（昭和
20）年 10 月に学校教育局勤務、1946（昭和
21）年４月に学校教育局師範教育課長、1949
（昭和 24）年には文部省大学学術局教職員養
成課長に就き、この間「教育職員免許法」等
の制定をはじめ戦後日本の教員養成改革に
深く関与した。 
 1953（昭和 28）年に山口大学教育学部教授
（教育学部長）に就任、同時に文部省教育職
員養成審議会委員と九州大学教育学部講師
をいずれも 1961（昭和 36）年まで併任した。
1960（昭和 35）年に山口大学を定年退職した
後は宇部女子短期大学に移り、翌 1961（昭和
36）年には福岡学芸大学学長（1966＜昭和 41
＞年からは福岡教育大学学長）に就任、1968
（昭和 43）年２月 19 日任期満了により福岡
教育大学学長を退職、同年２月 21 日逝去（享
年 71 歳）、同日従三位に叙せられた。 
 
 このように玖村は「教育職員免許法」制定
をはじめとして、戦後日本の教員養成改革を
担った中心的な人物の一人であったが、玖村
が完遂したさまざまな仕事に関する研究は
ほとんど行われていない。例えば、かつて山
田昇は『戦後日本教員養成史研究』（風間書
房、1993 年）において次のように指摘した。 
 

戦後日本の教員養成改革にとって、教育刷
新委員会の方向づけが大きな役割をもっ
ていたことはいうまでもないが、直接その
衝に当った玖村敏雄の課題意識と玖村自
身の教員養成に関する研究に着目する必
要がある。玖村は、戦後の教員養成制度、
教員資格制度の確立の実務的な推進の中
心にあったからである。改革の原則の実務
的な具体化を図り、今日の教員養成制度、
教員資格制度の根底を用意した役割はき
わめて大きかった。戦後教育改革の際、教
育刷新委員会や CIE 及び文部省の相互の
関係のもとで、直接その任にあった人たち
の思想と行動は、単に刷新委員会や CIE
の意図を体現する忠実な官僚であったと
いうにとどまらず、その人たちが日本再建
のためにどのような選択と判断をしたか
という問題に関わっており、これらの研究
はなお今後の検討課題である（山田昇『戦
後日本教員養成史研究』風間書房、1993
年、307 頁）。 

 

 その玖村が残した史料群＝「玖村文庫」は
山口県立山口図書館内に所蔵されているが、
未整理（簡単な項目ごとにダンボール箱に入
れられた状態、資料目録等も無い、ダンボー
ルごと出納され閲覧者によって史料の順番
が変わったり、痛みが進行する可能性がかな
り高い）が長く続いていたため、まずは「玖
村文庫」の調査・整理・目録化が必要だと考
え、玖村の業績目録作成とともに「玖村文庫」
目録化に着手した。研究期間の最終年度に
『「玖村文庫」目録（山口県立山口図書館所
蔵）』と題し、報告書にまとめた。 
 報告書は、「解題」（玖村敏雄の略歴、「玖
村文庫」目録化にいたるまでの経過等）、「玖
村敏雄著作目録」、「玖村文庫」目録（すべて
に資料番号を付し、これをもとに山口県立山
口図書館で資料の出納をしていただけるよ
う調整等していただいた）、「植木鉢」（玖村
敏雄の自叙伝をデジタルカメラで撮影し、そ
れを収録した）から構成されており、玖村敏
雄に関する基本的な史資料の全体像が解明
されたと考える。 
 今後は、上記「玖村文庫」目録を活用しつ
つ、玖村が考えた戦前から戦後日本の教員養
成改革史、また一方では個別の教育学部史
（例えば、愛知学芸大学史）の蓄積が必要だ
と考え、本研究を発展的に継承した研究テー
マに着手する予定である。 
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